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気が付けば、今年も残り２週間ほどになりました。２学期は紫紺祭や甲商デパート、運動会な

ど様々な行事があり、日々が忙しく過ぎていったと思います。また、インフルエンザの変異株

の影響もあり、本校でもインフルエンザが大流行しました。年末年始は人との接触が増える

ため、まだまだ油断は禁物です。しっかり対策をして、よいお年をお迎えください。 



 

本校では入学時、すべてのご家庭に【日本スポーツ振興センター災害共済給付制度】へのご加入をお願いしております。この制度は、学校の管理下（登下校時、授

業中、部活動中など）における災害（負傷、疾病、傷害など）が発生した場合、申請いただくことで医療費が給付されるものです。なお、申請には２年間の時効が

あるため、不利益とならないよう、申請のご相談等はお早めにお願いいたします。 

 

◆ すでに関係書類をお持ちのご家庭へ 

 前述の通り、申請は災害発生日から２年間と決められており、月ごとに時効が発生します。現在、関係書類をお渡し後、提出のないご家庭が多数ございます。 

書類は揃ったものから、適宜提出をお願いいたします。また、年度を跨ぐと申請処理が煩雑になるため、今年度の発生した災害については、今年度中に初回の

申請ができるよう、書類のご準備・ご提出にご協力をお願いいたします。 

 

● 継続して治療中のご家庭へ 

  お手元に医療機関からいただいた書類がございましたら、お早めにご提出ください。また、用紙に不足がございましたらお渡ししますので、お子さまを通して

保健室までご連絡をお願いいたします。 

 

◇ これから申請をお考えのご家庭へ 
  申請には必要書類を揃えていただく必要がございます。書類は保健室からお渡ししますので、保健室までお問い合わせください。「対象となるか不明」などの

ご相談も、保健室にてお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。 

 

日本スポーツ振興センターに関するよくある質問や注意事項 

□ 給付額は保険診療の場合、医療費総額の３割に、１割を加算した額となります。医療費総額とは実際の支払い額ではなく、保険適用前の 100％

の医療費を指します。なお、申請から給付までは、おおよそ３か月程度かかります。 

□ 相手のいる交通事故は、基本的に給付対象外となります。警察や保険会社にご相談の上、損害賠償等の請求手続きを行ってください。 

□ 子ども医療助成制度等を使用して窓口負担がなかった場合でも、お住まいの自治体が認めていれば日本スポーツ振興センターとの併用は可能で

す。この場合の給付額は、自己負担額（なければ０円）＋医療費総額の１割となります。 

□ 治療用装具（サポーター等）は、医師の指示により購入したものに限り給付対象となります。松葉杖のレンタル代・個人の判断によりスポーツ用

品店等で購入したもの・医師以外の指示（柔道整復師等）で購入したものは対象外となります。 

□ 内容の確認をスムーズに進めるため、学校へ書類を提出される際には、領収証の添付（コピー可）にご協力をお願いいたします。 

保護者のみなさまへ ～日本スポーツ振興センターの申請について～ 


